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令和５年度第１回神奈川県小児医療協議会（８月 24日開催）議事録 

 

 

〇 開会（事務局） 

 

〇 資料１「神奈川県小児医療協議会の設置」について事務局より説明 

 

〇 会長、副会長の選任（事務局） 

  ⇒ 神奈川県小児医療協議会設置要綱第４条に基づき、構成員の互選により、会長 

に康井委員、副会長に相原委員を選任した 

 

〇 協議事項（進行：会長） 

  資料２「第８次保健医療計画の策定」について事務局から説明 

 

（康井会長） 

第８次医療計画の策定について事務局から説明がありました。総論から各論に至る、

かなり詳細な内容になっておりますけれども、先ほど事務局から説明がありましたよう

に、事務局からは大きく３つの事項について意見を求められております。１つ目が計画

の構成案について、２つ目が小児医療を取り巻く現状について、３つ目がロジックモデ

ル案についてです。それでは、順に委員の皆様のご意見を伺いたいと思います。 

まず、計画の構成についてですが、この点についてご意見、ご質問がありましたらご

発言をお願いします。スライドの 19から 24に相当する内容になるかと思いますけれど

も、先ほど説明がございましたが、計画の構成という意味では、第７次計画では小児救

急医療に重点を置いた内容だったものを、一般小児医療、小児救急医療、小児在宅医療

として、整理して計画するということ、それから、その計画の進行管理のためロジック

モデルツールを導入するということですが、いかがでしょうか。 

 

（田村委員） 

県医師会の田村でございます。19 ページにありますように、一般小児医療と小児救

急医療と小児在宅医療、この３つが３本柱というように理解してよろしいでしょうか。

また、文章を見ますと、医療的ケア児のところは文章が修飾されていると思いますが、

３本柱だというふうに理解してよろしいのでしょうか。 

 

（康井会長） 

今のご質問に関して、県の方ではいかがでしょうか。 
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（事務局） 

お見込みのとおり、３本柱と考えております。 

 

（田村委員） 

ありがとうございます。やはりこの３つ、もちろん小児科の先生が関与しなければい

けないのは変わりないんですけれども、３つがかなり毛色の変わった分野かなと思って。

僕の考えとしては、例えば一般小児医療部会とか、小児救急医療部会とか、小児在宅医

療部会とか３つ作ってもいいぐらいだと思っています。いずれにしても、３本の柱が同

一にあるんだということが分かればそれでいいと思っております。 

もう１つよろしいでしょうか。スライド５ページの第７次計画の６事業の中に、これ

は新興感染症が入って６つになったんですけれど、救急と、小児とありまして、小児の

方が赤字になっておりますが、第８次計画ではどのような表現になるのでしょうか。先

ほどから言っているとおり、この小児医療協議会の中で、救急というのは３本のうちの

１つの柱になっております。それと一般救急は分けて考えるということで、これは書き

方の問題かと思うのですけれどもいかがでしょうか。 

 

（事務局） 

５ページについて、第７次保健医療計画の構成でいきますと、５事業になりますので、

新興感染症というところが入っていないのが、第７次保健医療計画の構成ということに

なります。これは、第８次保健医療計画の構成を示すものですので、表題と内容が一致

していませんので、訂正させていただきます。 

もともとの５事業というところでいきますと、救急医療、災害医療、周産期医療、小

児医療、それからへき地というのがございます。これが５事業ということになります。

本県にはへき地がないので、５事業なのですが、計画しているのは４事業ということに

なり、第８次の計画では、救急、災害医療、周産期、小児医療に加えて新興感染症が入

ってきて、実際へき地はありませんが、へき地が数えられて６事業ということになりま

すので、厳密に言うと、ここの表現、小児というのは小児医療というのが正しい表現だ

と思います。 

 

（田村委員） 

ありがとうございます。もう１つよろしいでしょうか。昨年まではこの感じでやって

いたわけですよね。小児救急部会の最後の方の質疑の中で、小児救急部会を廃止して、

この協議会に一元化する際に、小児救急ってそれだけで大きなテーマなのに、それが少

しぼやけてしまうのではないかというような懸念が委員の方から出ました。そのときに

行政の方は、いやそんなことはないですよということでお話があったわけなんですが、

前の救急部会の経緯をご存知ない委員の方も一杯いらっしゃると思うので、国の方針な
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ので仕方ないのかもしれませんが、その点を改めて説明いかがでしょうか。 

 

（事務局） 

十分なご説明になるか分かりませんが、元々、救急医療問題調査会という、救急に関

して検討する場がございました。その救急医療問題調査会という会議体の中では、三次・

二次救急ですとか小児救急だとか、それぞれテーマに基づいて議論をしないとなかなか

難しいだろうということで、小児救急に関しては小児救急部会という専門の部会を作っ

てそこで議論してきたというのがこれまでの議論です。 

一方で、国の方では、元々保健医療計画として小児医療と整理しているということも

あり、小児医療に関する協議会を作って専門に議論していくべきではないのかというこ

とで、協議会を作ることが標準という形で示されたというところもあります。第７次計

画を作った時には、元々あった小児救急の部会、これを活用して検討していこうとした

のですけれども、国の方針が協議会を作ってもっと専門的にやっていきなさいというこ

とになりましたので、県も国の考え方、整理の仕方と同じように進めた方が、今後進め

ていく上で合理的な部分もあろうかということで、建付けを変えさせていただいたとい

うのがこれまでの経緯でございます。 

ただ、ご懸念としては、小児救急ということで今までやってきたところが、守備範囲

が広がってしまうということで、そういったことについて課題がないのかというところ、

場合によっては、というところはあろうかと思いますが、その部分については、必要に

応じてオブザーバーの方をお呼びしたり、やり方は色々とあろうかと思いますので、協

議を進めていく中で、改編することも考えながら進めさせていただきたいと考えており

ます。まずは小児医療協議会という形で、改組させていただきたいということでお願い

したいと思います。 

 

（田村委員） 

ありがとうございました。そういうお考えで始める会議だということを我々もしっか

り受け止めて話を進めていく必要があると思います。どうもありがとうございました。

以上です。 

 

（康井会長） 

ありがとうございました。新たに発足した小児医療協議会が、小児救急も含めた小児

の一般医療あるいは在宅医療、そういう意味で非常に包括的な内容になっているので、

議論が薄くならないように配慮すべきだというご意見だと理解しました。そういうこと

でよろしいでしょうか。 
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（田村委員） 

はい、そのとおりです。よろしくお願いします。 

 

（康井会長） 

ありがとうございました。今の点も含めまして、他にご意見はございますでしょうか。

それでは山田委員、お願いいたします。 

 

（山田委員） 

東海大学小児科の山田と申します。今まで全体のこういった会議にあまり参加してい

ませんので、すでにいろんなところで議論されていることなのかもしれないし、国の方

でも決まっているからそうなのかもしれないですが、小児在宅医療への支援ということ

で書かれていて、項目の中で、医療・福祉等の関係機関間の連携体制構築等というふう

になっているのですけれども、正直、三次医療機関で医療を行っていて、退院できる方

で在宅に持っていける方はいいのですが、当然在宅にできない、長期入院を必要とする

患者さんや、あとは施設入所しかできない患者さんがたくさん居られると思いますが、

その辺も同時に整備していかれるということでいいでしょうか。どうしても在宅という

と、病院や施設にいる方の連携ということはあまり議論しないことになるのではないで

しょうか。具体的な議論は今後ということかもしれませんが、その辺いかがでしょうか。 

 

（事務局） 

おっしゃるとおり、これはやはり小児医療ということになりますので、全般的なこと

を考えていかなければならないのだと思います。そういった意味で、今、山田委員から

ご指摘いただいたところに対して、どういうふうにアプローチしていくのかということ

で、今ここでこうしますよということを明快にお答えできるだけの答えを持ち合わせて

おりませんが、そういったことも考慮しながら検討していくんだというふうに思ってお

ります。 

 

（康井会長） 

小児在宅医療の話はこの後またお話が出てくるかと思いますけれども、なかなか全容

がわかっていない部分もございますし、小児救急との絡みですとか、あるいは一般小児

医療との絡みですとか、問題も多岐に渡るかと思います。ほかに全体を含めてご意見ご

ざいませんでしょうか。萩原委員からお願いいたします。 

 

（萩原委員） 

神奈川県看護協会で参加させていただいております萩原綾子と申します。看護のとこ

ろで今かなり話題になっているものについて少し情報提供と思うんですけれども、おそ
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らく医師の働き方改革とか小児科医の確保ということも当然小児医療の推進に繋がる

とは思うのですが、多くのところで今問題になっているのが、小児の入院病床というの

は医師が増えたからといって受入れがスムーズというわけではなくて、コロナ病棟に多

くの看護人員が移動して看護師がいないので受入れが困難、というような状況が県内に

も多く認められているというふうに認識しております。 

今、こども家庭庁など、国の方で話題になっているものの中で、ご家族が付き添って

入院をするということに対して多くのヒアリングとか検討委員会等が設置されるとい

うようなことも情報でありますので、やはり小児病棟の病床の状況というのも県内とし

ては把握して、療養環境としてどんな状況かというのは、大人の病棟と違って小児は機

能で分かれていないので、十分配慮しておかないと国の方針が少し動いてきた時に神奈

川県内が対応できないということがないようにした方が良いかなと思っております。私

の方でも認識したような情報がありましたら共有しながら、参加して参りたいと思いま

す。 

 

（康井会長） 

ありがとうございました。数の問題だけではなくてその中身について、特に質の問題

についても目を向けるべきだというご意見でよろしいでしょうか。はい、ありがとうご

ざいます。他に、この件も含めましてご意見あるいは追加のご発言はございますでしょ

うか。それでは、このことについてご意見ありましたら、また後ほどお伺いしたいと思

います。 

続きまして、小児医療を取り巻く現状について、ご意見ご質問等を伺っていきたいと

思います。先ほどの資料、スライドの 26、27 です。資料２の別冊に詳細が記載されて

おりまして、すでにお目通しいただいていることとは思いますけれども、この点につい

てご意見を伺えればと思いますがいかがでしょうか。 

小児人口が減ってくるということ、あるいは医師の働き方改革ということも踏まえて、

神奈川県にも、たくさんの課題があるかと思いますし、必ずしも神奈川県だけの問題で

はないかとは思います。先ほど事務局から説明がありましたが、神奈川県の特異なもの

として、例えば救急の搬送に関して、受入照会４回以上の件数は全国よりも低いけれど

も、現場滞在時間 30 分以上の件数が全国より高いとか、救急入院患者数及び緊急気管

挿管を要した小児 10 万人当たりの患者数は全国値より低いとか、こういったところで

全国の平均とは違った結果が出ておりますが、いかがでしょうか。医師の働き方改革の

影響を踏まえ、今後どのような救急医療を確保していくのが適切かとか、また、初期救

急を含めて現場の肌感覚として、危ぶまれていることや、次年度の体制について認識し

ているところについて、ご意見をいただければと思います。それでは田村委員お願いい

たします。 
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（田村委員） 

県医師会の田村です。やはり、神奈川県の特殊事情というのも多かろうと思うんです

けれども、１つ１つの指標について、なぜこうなったかというような考察は事務局でさ

れていますよね。それをお聞きしたいと思いますがいかがでしょうか。 

例えば、挿管の数が少ないということなんですけれど、小児の救急患者で挿管まで達

するのはそう多くないと思うんですけれど、一例一例出してみるのは無理としても、例

えば年齢別とか、あるいは予後であるとか、そういったことを含めて、数字の合間の細

かい検討はされていますでしょうか、どうでしょうか。 

 

（事務局） 

それぞれ個別のものに対して、それぞれこれが原因だろうとか、あたりが明確につい

ているかというと、ついていない部分の方がむしろ多いというような状況があります。

色々と先生方からご意見をいただいた中で、特に死亡の状況を見たときに、死因との関

係について、理由として先天奇形ですとか、周産期に発生した時の病態が悪かったから

お亡くなりになった、あるいは悪性新生物ということで、構成要素として出てくる項目

があって、この部分については大なり小なり全国の傾向とそんなに大きく違いはないと

いうところがあるので、神奈川県特異で何か見えてくるものがあるのかというところに

対しては正直あまり答えを持ち合わせてないというのはあります。 

あともう１つ、事前にいただいているご意見としては、後ほど議論するロジックモデ

ルとの関係もありますけれど、ロジックモデルの実際の考え方でいきますと、一般論と

しては、死亡率ですとか、最終的なアウトカムとして、そういったことを指標としてい

くというのが、ロジックモデルを考えている学者さん、先生たちの間では標準的なとこ

ろであるんですけれども、一方で、現場で実際に小児の医療に携わっている方たちから

すれば、そんな簡単にこういったことが、何か対策できるものではないのにというよう

な思いも多分あるのではないかというところもあるので、どういうふうに考えていくの

がいいのかなというところで、今回、色々な観点からご意見をいただきながら、どうい

うふうに課題を設定していくのかを、いただいたご意見の中から考えていきたいという

のが今日の会議ということになっています。もちろん、これについてはどうだ、あれに

ついてはどうだということで、分かること分からないことを個別に、必要があればお話

はしていきたいと思っておりますが、現時点ではそのような前提で物を考えております

ので、できれば忌憚のないご意見をいただきながら、いただいた中でコメントできるこ

とをコメントしていけたらなというふうに思っています。もし必要があれば、別冊とし

て付けた部分についても改めて担当の方から説明させますので、ご意見いただければと

思います。 
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（田村委員） 

おっしゃることはよくわかるんですけれど、小児と言っても赤ちゃんから中学生まで

全然違いますし、それからＭＣの方で特定行為として挿管をやるにあたっても、子ども

さんの場合はそういうことは、ほぼできない状況で、バックで押すぐらいだと思います。

ですから、挿管しなくても呼吸を確保しておけばプレホスピタルケアとして十分という

こともありますので、やはり挿管のことに拘るわけじゃないですけれども、もう少し分

析を進めていただいて議論の俎上に上げていただければと思っております。よろしくお

願いします。 

 

（事務局） 

ありがとうございます。事務局でもその辺りについては整理をして、いずれにしても

次回、具体的にこういった課題が考えられます、この考えられる課題についてこういう

ふうに対策をしていってはどうでしょうかというところを整理してお諮りできるよう

に準備をしているところです。当然、県が考えることですので、先生たちからすれば、

そんなことあるわけないじゃないかということも、きっとあると思いますので、具体的

な意見はまたそこでいただければと思っております。今日いただけるご意見をいただき

つつ、我々も並行して検討していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

（康井会長） 

事前に配付されました別冊の資料の中でなかなか理解が難しい部分も現状としては

まだあるかと思います。田村委員がご指摘のように、挿管した患者が少ないというのは、

挿管に至るまでに救急体制が有効に働いたということも考えられるかもしれませんし、

必ずしも挿管しなくても二次・三次医療機関に到達できた、という意味での救急体制の

医療処置の必要性についても背景として考えなくてはいけないかと思うのですが、客観

的な資料をどうやって拾っていくかというのは難しい問題があるのも事実だろうと思

います。また議論を深めていく必要があるかと思いますが、岩本委員、この辺について

何かご意見ございませんでしょうか。 

 

（岩本委員） 

横浜市東部病院小児科の岩本です。予後の１つの指標としての死因というのがありま

したけれども、死に至るのはかなり少ないと思います。指標としては、死因プラス重症

な後遺症を残したというのも含めた方がいいのではないか。 

それから、救急で 30 分以上かかったというものは、重症であればどうしてもそうな

ってしまいます。多くの処置を初めにしなければならない。呼吸を確保する、血圧を維

持する、点滴を確保する、それらすべてを 30 分で全部済むはずもありません。時間だ
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けで指標にするというのは、なかなか難しいと思います。 

話が変わりますが、東部病院は地域中核病院で、主に二次を扱っているにも関わらず

三次となっています。小児科医は当直体制のためにたくさんいますが、それぞれ臓器別

のサブスペシャリティは１人ずつで、例えば循環器の重症者が来た時に初期対応は二次

病院で、その後のカテーテルだの緊急手術だのというと、三次病院のこども医療センタ

ーか大学ということになります。二次中核病院としての立ち位置は自分たちができる範

囲のことということになります。当院では一次も二次もいっぺんに来るという状況がし

ばらくありました。そうすると、二次で来る子あるいは三次に繋げなきゃいけない子た

ちが来た時に、当直医１人でやるには過重であり、質の良い医療を提供できないなとい

う実感があります。ずっと大学にいて三次医療ばかりやって、そこから二次中核病院に

来て強く感じたのは、一次と二次と三次をはっきり分けるべきであるということです。

横浜市東部病院は近くに夜間救急センターがないので、一次医療も二次医療も全部来る

ので、重症患者の中に軽症の患者さんが十何人も来て、まだかまだか、まだ待たせるの

かみたいなことを言われたりします。こんな環境では、質のいい医療を提供できません。

そこをきちんと整備したい。そういう視点で県や市に考えてもらいたいです。 

あともう１つは小児二次病院の特徴ですね。小児の一次も二次も感染症が非常に多い

ので、季節によって患者の数がかなり変わるという大きな特徴があります。私たちの小

児病棟は 32床あるんですけれど、コロナ禍ではベッド占床率が減って、32床のうち 16

とか、10を切るというようなこともありました。そうすると大人の病床は満床で、転送

なり満床で困っていると、小児病棟は空床が多いため小児病床を縮小するということが

起きました。たくさんの病院で、あるいはひどいところは小児病床をなくしたという病

院もあったようです。ところが、コロナが第５類になってから、急にいろんな感染症が

RSを含めて増えて、５月のゴールデンウィーク明けから満床の状態が続いて、救急も、

ものすごい数が来ています。入れるベッドがないために、１日２人から５人を転送する

という状況がずっと続いていました。その時に起きたことは、どこも満床で受け入れ先

がないために、横浜市を越えて、あるいは神奈川県を越えて転送するということが起き

ました。当直医はその転送先を探すのに大変で、中には転送先を探しているうちに状態

が悪くなったお子さんもいたという事実もありました。これは緊急な事態ということで、

横浜市はそのあと地域中核病院の協議会を開いて、病院長あてに小児病床を少し確保す

るように通達しました。１床でも２床でも各病院が増やせば転送先が見つかるようにな

り、救急車で４回以上の転送というのは、大分減りました。何を言いたかったかという

と、小児の医療はそんな特徴があるので、病床が空床だから、減ったからといって必要

じゃないということは絶対ないので、増えたり減ったりすることに対する対応がすぐと

れるような体制を敷いてほしいと強く感じました。病院としては収支の問題があるから、

ベッドを減らすというのは理解できるけれど、小児病棟に成人が入ることで入院管理料

が取り下げられると小児科の赤字は膨らみます。小児のベッド占床率の変化の特徴に適
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合した制度を運用してもらえるようにしていただけたらいいと思いました。 

 

（康井会長） 

ありがとうございます。計画の策定にあたって、一般小児医療、小児救急医療、小児

在宅医療が３つの柱だという話が先ほど出ましたが、この一般小児医療、一次二次、あ

るいは小児救急医療というのは二次三次ということも含めて検討をしなくてはいけな

いわけですけれども、そういう意味では、行政としては小児医療を県民のために確保す

るというスタンスを問題意識として共有しないといけないということをご指摘いただ

いたのではないかと思います。山田委員から手が挙がっているようです。山田委員どう

ぞ。 

 

（山田委員） 

今の話とは違って取り巻く現状のことについて２点あります。少し議論が変わってし

まいますが、よろしいですか。 

 

（康井会長） 

はい、どうぞ。 

 

（山田委員） 

先ほどの第７次の時の達成状況では、ほとんど達成していないということでしたが、

それで全国平均と比べる以外に、例えば、神奈川県と比較的近い構成の都道府県だけの

平均と比べて見た場合や、地域を区切って評価されたりしたら結果はどうだったのかと

いうことが一つ目の質問です。 

もう一つは、おそらく今後の対策を考える上で、神奈川県も都市部と私たちのいる西

部とではかなり異なるので、当然人口の多いところで取組がどんどん進めば数値は改善

すると思うんですけれども、それでは状況を本当に改善していくことにはならないので、

県内の地域格差も考えた形の指標を考えていただければなという意見です。よろしくお

願いいたします。 

 

（康井会長） 

ありがとうございました。似たような地域という意味では、大阪などと比べてみると

いうようなことも内々ではしているというふうに伺ってはおります。福島委員、先ほど

の話の続きと、山田委員からのご指摘も踏まえてご意見はございますでしょうか。 

 

（福島委員） 

平塚市民病院の福島と申します。山田先生もおっしゃったことと多分似ているんです
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けれども、先ほど救急車の受入れが４つくらい聞かないとなかなか決まらないとか、現

場での待機が 30 分以上というところは、この平塚の地域に関しては基本的には平塚市

民病院に救急車が搬送されてくる形になり、そういうことはないのかなと思うので、そ

こは多分地域格差が少しあるのではないかなというふうに思って聞いておりました。た

だ、やはり、コロナが５類になってから感染症が爆発的に増えて、済生会東部の岩本先

生のところと同じような形で、病床がひっ迫したということがあったんですけれど、転

院を考えるというところはそこまで多くなかったので、そこもやはり地域格差があった

と思います。医療資源の配分というところも考えていかないといけないのではないかと

は感じました。 

 

（康井会長） 

ありがとうございます。コロナの流行で、小児医療、特に入院するような患者さんが

激減して一般小児医療も影響を受けたわけですけれども、その後にまた感染症が増えた

りして状況がかなり変わったということなのですが、相原副会長、この一般小児医療と

いう意味で小児医療を取り巻く現状について、今まで出た話題でなくても結構ですので

ご意見いただけないでしょうか。 

 

（相原副会長） 

副会長の相原です。私は開業していますけれど、コロナの関係に関して言うと、今、

康井会長がおっしゃったような状況は実感しています。コロナの最初の頃は一般診療が

非常に少なかったです。その影響はかなり大きかったのですが、その後５類になってか

らは、一般的な感染症が急激に増えて大変な状況にあります。それもそろそろピークを

超えてきたところです。ですから、ここに出てきたデータに関して言うと、コロナの影

響によるものもあるので、数値をどこから取るかによって、これまでと同じような評価

は難しいのではないかと思っています。 

死亡等の話も出ていましたけれど、死亡に関しては指標としては不適切だろうと思い

ます。そこを改善する余地はあまりなさそうです。一定数出てくるのは当然やむを得な

いところで、先天奇形とか悪性腫瘍の患者さんが亡くなるというのは、これはもう今の

医療では限界があるというところなので、それを指標にするのはあまり意味がないので

はないかという皆さんと考え方は同じです。 

それから、挿管等に関して先ほどお話がありました。確かに挿管が少ないのはそれ以

前の対応が十分できているということを示しているのではなかろうかというふうに思

っています。 

軽症者の搬送が多いというのも少し意外なところなのですが、その割に受診者数は少

ないというのは、日頃のコントロールが逆によくできているからあまり受診もしなくて

済んでいることを示しているのではないかと思っています。 
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それから、一般医療に関して開業医レベルで世代交代が進んでいます。高齢の先生が

リタイアされて新たに若い人たちが入ってきている状況です。今後、小児人口が減って

いく中で、やはり小児を希望する専攻医は多くはないだろうと思われるので、小児科医

を増やす指標は難しいと思います。神奈川県内医療機関は小児科医を集約化してきてい

るので、施設を増やすという話も非現実的だなと思います。いかに集約化して、適切な

医療を提供できるかというところに資源を集中していくというのが重要であると思っ

ています。 

 

（康井会長） 

ありがとうございます。今、医療の提供側といいますか、病院側の話、医師側や看護

体制のことについて主にご意見を伺ったのですが、利用者としての県民目線といいます

か、そういう意味で県民代表として、榮島委員の方から何かご意見はございますでしょ

うか。 

 

（榮島委員） 

榮島と申します。先ほど先生も言われましたように、病院を増やすだけじゃなくて、

やはり希少疾患に関しては集約化して専門医を育てるというふうにしていかないと、１

年に１例見るだけではレベルが上がらないというか、医療資源ももったいないので、集

約化というのは重要になってくるのかなと思います。無限にお金があればどこもかしこ

もつくればいいと思うんですけれど、そういうわけにはいかないので、集約化して専門

医の育成というのは重要になってくるかなと。 

また、岩本先生がおっしゃられたように、30分以上救急車でかかるとなると、一市民

だと、医療崩壊が起きているのかなとか、たらい回しにされているのかなというふうに

思っていましたけれど、色々な理由があって 30 分以上かかるんだなというのがよく分

かりました。 

あと、一次・二次・三次の振り分けは、一市民は分からないので、重症具合も分から

ないので、救急車に乗っている先生とか救急士さんがうまく割り振ってくれて、そこで

きちんとした医療が受けられたらなと思います。最初二次に行ったのに三次に回される

となると、一個人としては最初から三次に連れて行ってくれたらよかったのにというふ

うには思います。 

 

（康井会長） 

ありがとうございます。小児医療を考える場合には小児の部門だけではないと思いま

すけれど、やはり県民目線といいますか、健全で力強い子どもをどう育てるかという意

味では、県民の皆さんのご意見がいろんな意味で、この医療施策に反映されるというこ

とが基本だと思いますので、また忌憚のないご意見を引き続きいただければと思います。
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ありがとうございました。救急の話が出ていますけれども、消防関係の林委員、この辺

について何かご意見はございますでしょうか。 

 

（林委員） 

川崎市消防の林と申します。よろしくお願いします。特にないです。 

 

（康井会長） 

子どもの救急というのは比較的軽症が多いとか、あるいは入院まで至らないようなも

の、あるいは挿管の頻度が少ないとか、そういうご指摘は印象としてはどうなのでしょ

うか。今までの統計は現状を反映しているという認識でよろしいのでしょうか。 

 

（林委員） 

そうですね、やはり小児科と言いますと、救急現場で考えますと、熱が出たとか、熱

性痙攣とかもありますけれども、そういったことで親御さんが心配して救急車を呼ぶと

いうところが結構多いと思います。成人と小児の救急の違いはそういうところがあると

思いますので、先ほどのデータは結構あっていると思います。 

 

（康井会長） 

ありがとうございました。田村委員、お願いいたします。 

 

（田村委員） 

今のお話ですが、市川医療課長に以前お願いしていたと思ったんですが、#8000です

よね。救急車を呼ぶ前に、#8000 経由で呼びなさいと言って呼ばれた方と、#8000 を介

さずに呼んだ方と、そのフィルターがかかっているかどうかという統計を出してくれと

お願いしたと思うんですけれど。やはり働き方改革がございまして、#8000の活用をも

っともっと拡大することがいろんな点で非常に重要ではないかと思っておりますが、い

かがでしょうか。 

 

（事務局） 

以前、その話をいただいたのは認識しておりますので、その時にどこまでお答えでき

たかどうかもありますので、改めてお答えさせていただきます。 

まず、県の方で電話相談を行っていて、救急搬送に困った親御さんが救急搬送すべき

なのか、あるいは搬送しないまでもどういう対処をすればいいのかということが相談で

きるようにということで、#8000という相談ダイヤルがございます。この相談ダイヤル

はあくまで相談ということで、お話を聞いて、家で安静にしていただいたらいいのでは

ないか、あるいは救急搬送をお願いした方がいいのではないかというアドバイスをする
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ところで終わっていて、実際に救急搬送したかしないかということの紐付けができない

というところがネックになっていて、今、田村委員からご指摘いただいたような統計が

取れないということが現状としてあります。 

また、#8000 のほかに全国的には#7119 もございますので、コロナで電話相談だとか

色々やった部分もあるので、今後に向けてはそういったことをどういうふうに取り組ん

でいくのがいいのかということも今後の対策を考える上では検討していく材料になる

のかなと思っております。 

 

（田村委員） 

ありがとうございました。親御さんの心理を考えますと、例えば電話でいいと言われ

てもどうしても不安だとか、そういったことで救急車で運ばれることはよくあって、そ

れが結局、東部病院さんの負担になっているという悪循環になっていると思うんですけ

れども、やはり医師会といたしましても、医師の働き方改革の裏ですけれど、患者の病

院のかかり方改革というようなことを何とか実現しないことにはＡ水準が保てないと

思うんです。そういったことは、我々医師会としても啓蒙していきますが、やはり行政、

もっと言うと岸田総理が国会でちゃんと言ってくれないといけない、そういう話だと思

っているので、その辺をぜひお願いしたいと思っております。 

 

（相原副会長） 

日本小児科医会等でも#8000を推進しようということで全国的にやっているわけです

けれど、#8000によって救急受診率は減っているという事実があるので、やはりこれを

進めなくてはいけない。 

神奈川県は相談件数が少ないように見えたりしていますけれど、実は各市町村で独自

に電話相談を受けたりしているという事実もありますので、そういう意味で#8000に回

ってきている数が少ない可能性があります。それから、県は予算がないので、なかなか

回線数を増やせないというようなことがありましたけれど、これはぜひ進めていただき

たいなと思っているところです。 

#7119に関してはレベルが低すぎて、ちゃんとしたトリアージができていない。県は

#7119を進めたいというようなことを言っているようですけれど、それは少し疑問だな

というところはあります。 

 

（事務局） 

田村委員、相原副会長ありがとうございます。#8000 も#7119 も色々と考え方、ご意

見があろうかと思います。今、付け加えて言いたかったのは、ちょうど田村委員からも

話がありましたけれども、軽症の搬送が多いというような状況もあるということを考え

ると、#8000を使って啓蒙していけるようにしなければいけないのではないか、それが
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これから働き方改革を進める上でも、先ほど東部病院の先生からもお話がありましたけ

れども、一次・二次・三次をしっかりと区別していかなければいけないという観点でも、

相談とかそういうところで対処していかなければいけないこともあるでしょうし、その

辺のご案内ができることによって、結果として救急車を呼んだ後の対応だとか、そうい

ったところの時間短縮に繋がることも場合によってはあるかもしれないので、いろんな

ことを考えながら検討していきたいと思っております。 

 

（康井会長） 

ありがとうございます。他にご意見はございませんでしょうか。岩本委員、お手が挙

がっているようですね、はい、どうぞ。 

 

（岩本委員） 

#7119が結構問題になっていたのは、ある日の担当者が救急車呼びますと言って救急

車につないだというのが何件もありました。横浜市の地域中核病院の話し合いでトリア

ージはどうなっているんだという意見は何年も議論になっています。救急車を本当に減

らしているのかどうか、私たちには分からないですが、親が不安を電話で訴えられてし

まうと、相談された方は、じゃあ行きなさいと言わざるをえないのかなとか考えてしま

います。やり方をもう少し工夫した方がいいと思います。親の訴え方は電話だけだとな

かなか分からないなという、難しいところだと思います。 

 

（康井会長） 

#8000がそういう意味では育児相談や、あるいは親の不安の相談窓口になっているこ

とも事実だろうと思いますし、その辺で保健師長会の重松委員から何かご意見はござい

ますでしょうか。音声が届いていないようです。それではまた後程お伺いすることにし

て、他に、今までのことも含めてご意見はいかがでしょうか。はい、それでは山田委員

どうぞ。 

 

（山田委員） 

#8000の話が出ていたのでそれについての意見ですけれども、神奈川県も都市部の方

では子ども医療費助成はそんなに年齢が上のところまでカバーしていないと思います

が、全国的にどんどん子ども医療費助成の年齢が上がっていって 18 歳までなどが増え

ていて、どんどん進められていくような現状があると思いますが、そういったこともや

はり小児医療を圧迫していくと思うので、ここで言うことじゃないのかもしれませんが、

誰もが受診できるのではなく、受診しないといけない時に受診できることの方がよっぽ

ど大事だと思うので、むやみに医療費助成だけを増やしていくというのもどうかと思い

ます。県の施策ということで今日お話が出ていますので、そういったことも県の方で議
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論していただきたいと思いました。 

 

（康井会長） 

ありがとうございます。岩本委員どうぞ。 

 

（岩本委員） 

先ほど実はしゃべりにくかったんですけれど、私たちのところは一次二次が混乱して

ちゃんと診療できないということもありまして、病院全体の選定療養費というのがある

んですけど、他の病院は小児に限っては選定療養費をほとんど取っていないと思うんで

すけれど、小児科部長の権限で、私たちも最初は取らなかったんですけれど、ちょっと

余りにひどいので、選定療養費を取ることにしました。ただし、中等症以上の人は選定

療養費を取らないので、結局のところ、軽症の人だけ取るという、結論としてはそうな

るんですけれど、そういうふうにしましたら、来るべき人が今来ています。中等症以上

が来ていて、軽症が来るとしたら親が相当に不安とか、相当に不安じゃなければ入って

こないということがありまして、ある程度いいトリアージになっているんじゃないかな

と思っています。ただこれは他の小児科医の不評を買いました。横浜市の連携病院の部

長会議の時に、ちょっと、ん？…というふうに当初は思われましたが、結果的には私は

これで質の高い医療をある程度維持できているんじゃないかと思っています。途中でク

レームが来るような状況にはならなくなりました。 

 

（康井会長） 

ありがとうございます。それでは、重松委員、何かご意見いただけますでしょうか。 

 

（重松委員） 

私、保健師の代表ということで、県の保健師なので、実際のところは市町村の保健師

の方が周産期から色々と保護者の方と関わるというところがありますので、また、母子

手帳の発行ですとか出生届、今では新生児からの関わりというところが始まるので、先

ほどからのお話の中で、医療のかかり方ですとか、育児の不安、そういったところにつ

いては乳幼児健診ですとか、新生児訪問等をとおして保健師のレベルでもお伝えできて

いくんだろうなということで、またこれからもいろんな情報共有しながら、そのような

観点でもお伝えができていけたらいいなというふうに思いました。 

 

（康井会長） 

ありがとうございます。他にご意見はございますでしょうか。初回ですので、皆さん

にご意見を伺っておりますけれどもよろしいでしょうか。 

それでは、事務局から説明がありました３つ目の課題として、ロジックモデルについ
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てご意見をいただければと思います。ロジックモデルのことは資料の 28 ページになり

ます。 

このロジックモデルについて、初めて耳にされる委員もいるかと思いますし、何を初

期アウトカム、あるいは中間アウトカム、あるいは最終アウトカムにするか、ここでは

基本的に国のひな形に基づいた案を提示していただいていますけれども、この辺につい

てこども医療センターの黒田委員、何かご意見はございませんでしょうか。 

 

（黒田委員） 

こども医療センターの黒田です。先ほどから皆さんのディスカッションを伺っている

んですけれども、ロジックモデルそのものは１つの客観的な指標としていいと思うんで

すけれど、実際に出てきた数が何を表しているのか、本当に神奈川県の医療資源の状態

を反映しているのかというのがちょっとよく分からなくて。 

例えば、第７次計画で病院数を指標の１つにしていますけど、病院数が減ってきたと、

小児科をなくしている病院が増えているということで、ただ日本の医療の一番の弱い点

というのは、小さな病院がいっぱいあってそこに医療資源が拡散している、それぞれに

拡散した医療資源は、それだけ小さなところで毎日、働かなくてはいけないということ

で、働き方改革に関しても非常に問題になっている。そういう集約化の遅れということ

もありますので、果たして今の受療行動に合わせた形でベッド数がどうなっているかと

いうことで、ベッド数を出していただいたんですけれども、これがどういう推移になっ

ているかとか、そういうようなことから、かなり複雑な背景を考えなくてはいけないと

いうことがあるのかなというふうに思います。 

ロジックモデルというのはどうしてもある程度割り切った形で物を考えていかない

とロジックにならないわけですけれども、今日冒頭で田村委員が言われた３本柱という

ことの１つに出てきた医療的ケア児の問題ですけれども、医療的ケア児というのはやは

りぎりぎりの状態でお家に帰っているということで、在宅の支援というのも１つ大きな

問題なんですけれど、その人達の状態が悪くなった時に、命にかかわる二次救急以降の

状態になって戻ってきますので、それに対する対応というのをどうするかということで、

これは決して在宅医療という病院外というか、外来の問題だけでは済まされないという

ようなことがあるかと思います。実際、僕たちのところは１次の救急を今とっていない

んです。二次三次の救急が多いんですけれども、前の晩の入院報告を見ていると、実際

には医療的ケア児の状態が悪くなって入院というのがかなりの部分を占めてきます。そ

ういう県民のニーズに対して、安心してお家へ連れて帰れる状態が維持できているのか、

その辺のこともこれから考えていかなくてはいけないというようなところで、このロジ

ックモデルの作り方、非常に難しいのではないかなというふうに考えています。 
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（康井会長） 

ありがとうございます。このロジックモデルというのは、数値で表せて、統計的に追

跡できるもので、しかもその結果が理解しやすい、そういうモデルを作らないといけな

いということで、非常に複雑なモデルだと意味が分かりにくくなってしまう場合もある

かと思いますし、逆にあまり単純だとモデルとしての役割が果たせないという、そうい

う表裏一体となった課題があるかと思いますが、この辺について、先ほどのご説明に加

えて、県の方でご意見ございますでしょうか。 

 

（事務局） 

 県としてもロジックモデルを作っていくということ自体、いわば初めてやるようなと

ころはありますので、ただ、こういった考え方自体が全くなかったわけではないので、

そういった意味では初めてなわけではないのですけれども、こういう形で整理をしてい

くというのは初めてに近しい部分もあり、試行錯誤が必要だろうなと思っています。 

先ほど言ったとおり、小児死亡数を１つの最終アウトカムにした上でというのは、ど

ちらかというとロジックモデルを考えておられる学者の先生たちからすると、これがむ

しろ標準的な考え方だということのようです。ただ一方で、先ほども少し申し上げまし

たが、すべてがすべて今取り組んでいることが、この小児死亡数に帰結すれば一番いい

んですけれども、そういうことは現実的に不可能な部分もあるということを考えると、

いかにこの中間アウトカムの部分を現実に近いものにしていくのかということなのか

なというふうに思っております。 

我々としても、これから課題を明確にした上で取組を考えていくということと、この

最終アウトカムに対して中間アウトカムをどう考えていくか、行ったり来たりしながら、

先生たちの意見もいただきながら形を作っていくということになると思いますので、か

なり厳しい検討になるのだろうなと思っていますが、少しでも実現性のあるものを検討

していきたいと思っていますので、第２回に向けてまたご意見いただければなというふ

うに思っております。現時点ではこんな回答しかできないのですがよろしくお願いしま

す。 

 

（康井会長） 

ありがとうございます。山田先生、どうぞ。 

 

（山田委員） 

今のお話で何となく分かったのですが、国が決めているロジックモデルから外れるこ

とができないので、例えば、最終アウトカムは小児死亡数というのがもう決まっていて、

中間アウトカムとか初期アウトカムも、大筋はこのままで変えられなくて、神奈川県で

やる場合には神奈川県の中で工夫をするしかないという、そういう認識でよろしいので
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しょうか。 

 

（事務局） 

最終アウトカム自体を少しも動かせないとか、中間アウトカムを変更できないという

ことではなくて、先ほど康井会長の方からもお話がありましたが、指標として取れるも

の、それから全国の取組状況と比較しやすい、そういったことで客観的に評価しやすい

ようにするということで、数値と連動した形で作っていかなくてはいけないというとこ

ろだと思います。いろんな数値が統計上取られている部分もあって、どこをつまんでい

くのかというのは、ある程度神奈川県の現状に即して考えていかなくてはいけないのか

なというふうに思っていますが、そこをこうすればできるというところのノウハウが

我々もまだ完全に掴み切れているわけではないので、そういった意味で課題を見た上で、

どういう数字があるのか、その数字の中で使えそうなものがあるのかというところを研

究していかなければいけないのかなと、そのように感じています。 

 

（康井会長） 

ありがとうございます。他にご意見、あるいはこれに関連してご質問等はございませ

んでしょうか。 

これはある程度、国が示すロジックモデルを踏まえて、今こういう案が提示されてい

るわけですけれども、他県のものも参考にしながらこのモデルを作っていくことになろ

うかと思いますし、忌憚のないご意見を先ほど色々いただきましたから、それを踏まえ

て県の方では、県民の皆さん、あるいは利用者目線で分かるような作りが原則必要だろ

うと思いますので、そういう意味では国のひな形をどれだけ深掘りできるかということ、

かなり難しいものもあるかもしれませんけれども、今後、委員の皆さんのご意見を踏ま

えて検討していくことになるだろうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で

は、黒田委員どうぞ。 

 

（黒田委員） 

やはり他との比較というのが非常に重要な情報になるので、あまり離れてしまうのも

難しいというのが１つあると思います。一方で、地域性を考えると、神奈川県の特異性

というのは、割と県の東側に人口が多くて、東隣に東京という莫大な医療資源を持った

ものがあるということで、実際、神奈川県の中でどれくらい県民の需要をカバーできて

いるのか、先ほどのベッド数とか病院数を見ると、東京へ流れているのではないかとい

うような、そのような調査もこれから必要になってくるのかなというふうに思いました

ので発言させていただきました。 
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（康井会長） 

ご指摘のとおりだと思います。岩本委員、どうぞご発言ください。 

 

（岩本委員） 

この６月から８月のひっ迫した状況で、やはり転送数がいい指標になったと思います。

救急体制で安定しなかった１つのいい指標は転送数でしたので、中間アウトカムのとこ

ろに入れたらいいのではないかと思いました。 

 

（康井会長） 

全県的に拾える指標という意味で検討が必要かとは思いますけれども、ご意見ありが

とうございます。他にいかがでしょうか。山田委員どうぞ。 

 

（山田委員） 

先ほど３本柱という話が出ていて、在宅医療のロジックモデルというのはどのように

なっているか教えていただけますか。 

 

（事務局） 

在宅医療、特に医療的ケア児の関係について、実際、医療的ケア児の県内の状況とい

うのが正確に掴めておりません。これは後ほど説明する資料の中でもお話しますが、そ

ういったところがありまして、まずは実態を把握しなければいけないという状況がござ

います。したがいまして、今、現実問題として、その総数自体が把握できていない状況

なので、この時点でロジックモデルを作っていくというのはかなり厳しい状況になって

いるという状況です。 

 

（康井会長） 

よろしいでしょうか。また後ほど、このことについてはご意見をいただくこともある

かと思いますが、他に今まで出た意見も踏まえまして、ご意見のある方はいらっしゃい

ますでしょうか。よろしいでしょうか。 

大変活発なご議論、色々なご意見をいただきありがとうございました。それでは時間

も限られておりますので、本日の協議事項についてまとめたいと思います。 

小児医療を取り巻く現状と課題の整理次第では、計画案の構成やロジックモデルには

調整が必要となりますが、原案として決められることを固めながら検討を進めなければ、

議論は収束していきません。一方、進捗状況は、議会等にも示す必要があります。 

ついては、計画の構成案、ロジックモデルについては、本日、県から提示された内容

を原案としつつ、委員の皆様からいただいた様々なご意見については、次回の会議に向

けて、事務局にて整理し、課題、そのための施策案として検討を進め、改めて、次回の
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会議で議論することとしてはと考えますがいかがでしょうか。よろしいでしょうか。特

にご異議はないものということで、ありがとうございます。 

 

（田村委員） 

よろしいでしょうか。先ほどの３本柱のうちの小児救急の話がいっぱい出て大変参考

になって、在宅医療の話も出ましたが、実は、一般小児医療も今非常に危機的になって

いると思っております。 

今日、実は、神奈川県医師会の理事会で、相原委員から薬不足ですね、そのアンケー

ト結果が出まして、非常に危機的な状況になっているということになっておりますが、

この話もぜひ取り上げていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（事務局） 

田村委員、ありがとうございます。その話は報告事項の中で取り扱わせていただく予

定になっておりますので、後ほどご説明をお願いする予定です。 

 

（田村委員） 

はい、よろしくお願いします。 

 

（康井会長） 

ありがとうございます。それでは続きまして報告事項に行きたいと思いますがよろし

いでしょうか。報告事項の１つ目、医療的ケア児登録フォーム事業について事務局から

説明をお願いします。 

 

〇 報告事項(1)（進行：会長） 

  資料３「医療的ケア児登録フォーム事業」について事務局より説明 

 

（康井会長） 

ありがとうございます。実態がはっきり言って、ほとんど把握されていないので、そ

れに対しての施策を考える上で、まず第一歩として、どういう患者さんがどういう地域

にどれぐらいいるかというところからこの課題について取り組もうという趣旨だと思

いますが、そういうことでよろしいでしょうか。 

資料を見ますと、問合せ先が県の福祉子どもみらい局と県の健康医療局、あるいは横

浜市のこども青少年局と３か所になっているんですが、県の２つの役割の違いというの

を教えていただければと思いますがいかがでしょうか。 
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（事務局） 

医療的ケア児の実態の把握ということで、医療機関に今かかっているご家族、親御さ

んがいらっしゃると思います。その人たちに対してアプローチするのは、医療機関に近

い医療課がアプローチをした方がいいのではないか、ということでこの調査にあたって

の建付けを整理させていただいて、集計だとかそういったことを医療課でやると。 

一方で、医療的ケア児を把握して、把握した情報については各市町村に情報提供しつ

つ、そういった対応をとるのは市町村サイドということになろうかと思います。したが

いまして、市町村と連携してやっていく福祉の方の分野で、実際のケアをやっていただ

くということで、所管になっていただく必要があるだろうということで、我々医療課の

方は調査を、実際の具体的なケアの対応、サポート、支援の部分については福祉の方で

担当する、このような役割分担でやっております。 

横浜市がここに入っているのは、横浜市は先行してそういった調査を行っているとい

うことがありまして、そこはすでに障がい福祉部門の方で照会をしているというところ

がありますので、そういった考え方と連動してできるように、医療課の方でも調査をし

ているということで、横浜市の方は独自にそれを進めていたので、３者がここに入って

いるという状況でございます。 

 

（康井会長） 

ありがとうございます。よく分かりました。これは報告事項ですので、ご議論いただ

く内容ではないのですが、他にご意見、あるいはご質問はございませんでしょうか。そ

れでは萩原委員どうぞ。 

 

（萩原委員） 

少し意見になるんですけれど、医療的ケア児の全体像が掴めていないというのは、他

の自治体と比較するとまだそこなのかなあと。人口が多いにしてもというふうな気持ち

でおります。 

急いで実態を掴まないと色々な企画にいかないと思うので、早急にと思うんですけれ

ど、私が現場で拝見している医療的ケア児を育てていらっしゃるご家族は非常に大変な

状況の中でされていますので、ここに書いてあるような文言の、「みなさんの情報を施

策につなげる」というようなことで QR コードを読み込んで入力する作業をするだろう

かというのは、近くにいて勧める私たちの立場としてもなかなか難しいなというふうに

感じています。 

例えばなんですけれども、だからといって勧めるかどうか分からないんですけれど、

何かポイントとか、登録したら個人に還元できるような何か利点があれば少し勧めるか

なと思うんですけれど。ちょっと漠とした提案で、若いご家族がすごく忙しい中でやる

かというのは、せっかくの施策なんですけれど、ご検討いただけたら若いお母さんとか
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お父さんにも勧めやすいなと思っています。かながわＰａｙとか、色々巷では見るんで

すけれどそういう何かいいようなものをつけて進めるというようなことも検討いただ

くと違うんじゃないかなと、少し市民の目線でも入れてみました。 

 

（康井会長） 

ご意見としては非常に貴重なご意見だと思いますが、なかなか難しい課題もあるかと

思います。でも、そういうご意見があったということは、今後対応を考える上で検討い

ただければと思います。相原委員どうぞ。 

 

（相原副会長） 

この登録事業をやるというのは分かりましたけれど、いつからやるのかということが

全くここには書いていません。もうすでに始まっているのでしょうか。どういうつもり

があるのか、継続的にやっていかないと、一時的に登録しただけでは意味がないと思い

ます。情報提供ということを言っていましたけれど。 

それとは別に、各市町村では支援をそういう方たちにやっているわけで、そのデータ

を持っているはずです。そういうデータを集めることはできると思います。今回の登録

事業とは別にです。実態が分からないということですが、各市町村で支援しているリス

トは多分あるはずです。市町村からデータをもらうことはできるのではないかと思いま

す。その方がより正しい数が出てくるとは思いますが、いかがでしょうか。 

 

（事務局） 

相原委員、貴重なご意見ありがとうございます。相原委員がおっしゃるとおり、小さ

い市ですと、市内のどこにどういうケアが必要なお子さんがいらっしゃるか、把握でき

ている地域も一部でございます。ただ、県全体で見たときには、市内のどこにどういう

ケアが必要なお子さんが何人いらっしゃるかを把握できてないという市町村が多いと

いうお話を市町村から伺っていまして、そういった声を踏まえ、今回の登録フォーム事

業を検討してきたという経緯がございます。 

このチラシを作成するにあたっては、やはり忙しい保護者の方に登録していただくに

は、登録するメリットを感じてもらえないと意味がないのではないかというようなご意

見も多くの医療関係者の皆様からいただきました。現状、なかなかメリットを感じてい

ただけるような取組を始められておりませんが、今後は登録していただいたメールアド

レスに、県の施策ですとか、市町村の施策をこちらから発信する仕組みを作る、こうい

ったことも検討していければなというふうに考えているところでございます。 

 

（康井会長） 

ありがとうございました。相原副会長、今の回答に対して何かございますか。 
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（相原副会長） 

どういうケアが必要か分からないというお話がありましたが、少なくとも施策として、

支援をしているとか、障害・福祉手帳を出しているとか、そういうことで把握できると

思います。レベルがどのくらいかというのは難しいというお話がありましたが、いかが

でしょうか。 

 

（事務局） 

障害者手帳を交付されているお子様等々は、市町村でも情報を持っていると伺ってい

ます。我々がこの登録フォーム事業を検討するきっかけになったのは、市町村の担当者

の方とか、県内の医療関係者の方からのお声も伺いながら検討を進めてきましたが、実

際に、これは川崎市内の先生から伺ったのですけれど、小児を対象にした訪問診療を始

めてみたら、始めた途端、数十人のご家族から申込みがあるといった、想定以上に自分

の周りに支援を必要としている医療的ケアのお子さんがたくさんいたことに気づいた

という、想定している以上に隠れた医療的ケア児のお子さんがいるというような話も伺

いました。 

市町村が把握している情報については、今日いただいたアドバイスを踏まえて、市町

村にもまた聞いてみたいと思いますが、隠れているお子さんがいらっしゃるんじゃない

かということも含めて、県の登録フォームでこれから把握していければというふうに考

えています。 

 

（康井会長） 

重松委員、このことについて何かご意見はございますか。 

 

（重松委員） 

保健福祉事務所の方でも小児慢性疾患ということで、医療的ケアのお子さん方の支援

をさせていただいているんですが、うちの方の管内ですと、やはり市町村の方で訪問看

護ステーションですとか、いろんなところの機関から、医療的ケアに関わる人たちがど

のくらいいるだろうかというところで、自分たちの中で、いかに管内に住んでいるかと

いうところの会議の中で進めたりしている現状があります。 

また、保健所の方でも小児慢性の方に関わる中で医療的ケアの方に関わっていますの

で、こういったフォームですとか、こういった情報提供もこれからしていかれたらなと

いうふうに思っておりますので、また地域と連携しながら進めていかれたらなと思って

おります。 
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（康井会長）  

ご意見ありがとうございます。 

 

（事務局） 

すみません、1点補足です。先ほど相原副会長から、いつから始まっているのかとい

うお話についてコメントできていなかったので。７月の初めから始めさせていただいて

います。それから、これについては継続的に、実際問題としては、医療的ケアが必要な

方というのはこれからも一定出てくるだろうというところもあるので、継続的に調査を

していくことになると認識しております。 

 

（康井会長） 

ありがとうございました。もうすでにこの事業が始まっているということと、患者目

線、あるいはご家族目線としてはどういうメリットがあるかということもきちっと伝わ

るようなやり方が必要だというご意見を伺いました。よろしいでしょうか。 

それでは、これは報告事項ですので、次の報告事項に行かせていただきます。先ほど

田村委員の方からもご意見がありました、医薬品不足に関するアンケート結果について、

相原副会長から情報提供があります。それでは相原副会長お願いいたします。 

 

〇 報告事項(2)（進行：会長） 

  資料４「医薬品不足に関するアンケート結果」について相原副会長より説明 

 

（相原副会長） 

 はい、よろしくお願いいたします。資料４をご覧ください。この調査に関しては６月

下旬頃に平塚の小児科医会の会長さんから、医薬品が不足していて困っていますと、そ

れについて県内の情報を調べてもらえないかというご相談がありました。日頃から医薬

品不足というのは私自身も感じていましたので、どんな状況か調べましょうということ

で、ウェブの調査を行いました。 

調査期間は、2023年７月５日から 12日の 1週間、ウェブで調査を行いました。神奈

川小児科医会の会員 127名、実際の会員数は約 250名ですが、メールアドレスを登録し

ている方について調査をしました。それと、会員ではない先生にもお答えいただいたケ

ースがありました。回答数は 80名でした。男性が 74％で、回答率は 63％です。回答し

ていただいた方のピークは 50代、60代で、開業されている先生方の年齢を反映してい

ます。すべての市区町村の郡市小児科医会の会員からご回答がいただけました。これは、

県内各地域で同じようなことが起こっているということになります。 

実際どんな状況かというと、今年１月以降の状況を調査しました。そして、表にあり

ますように、１月から６月にかけてだんだん不足している数が増えてきている。これは
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まさに５類移行前後から小児の感染症が爆発的に増え、医薬品の必要数が増えたという

ことを反映していると思います。その時の対応として、医薬品を変更できるものは変更

したということですが、処方を中止したことも起こっています。医薬品の不足は多岐に

渡っており、医薬品名をまとめました。感冒薬、抗菌薬、解熱薬、この辺は小児でよく

使いますが、かなり不足している状況です。また、ぜんそく薬、抗アレルギー薬、漢方

薬、その他と、医薬品不足は多岐にわたって起こっている状況が分かりました。 

この背景には、特に抗菌薬は小児科医は使わないようにしていることもあります。実

際今回のように処方数が一気に増えると、普段処方数が少ないので、製薬会社も当然製

造を減らしていますので薬剤が不足します。さらに、ジェネリック（後発品）に変える

という国の方針もあります。ジェネリックの場合、継続的に作らない、使用量が少ない

とやめてしまうというようなこともあり、必要最低限の薬剤が確保されていないことが

明らかになりました。 

特に小児の薬剤は色々な剤型が必要です。大人は錠剤だけで済みますが、子どもの場

合にはシロップや散剤などが必要であり、そういうものについての配慮がされていない

状況があって、今、全国的な問題となっています。必ずしも小児科だけの問題ではもち

ろんないわけですが、小児の特にこの５月以降、大問題になっています。 

厚労省の方からは、ある薬を製造中止する場合には諮問が来るそうですが、その情報

は残念ながら末端までは届かず、各学会が回答をしており、なかなか適切な対応ができ

ていませんでした。なおかつ、小児の医薬品では、安いものが多いので、インセンティ

ブが働きません。そうなると製薬会社は作らないというような状況に陥ってしまってい

るというのが現状です。これは今後の大きな課題で、ぜひ皆さんがそういう状況にある

ということを知っていただいて、地方行政だけではなくて政府にも上げていかないとい

けないことです。これは神奈川小児科医会だけではなく、他のところでもおそらく同じ

ようなことをやっていますし、日本小児科医会は厚労省等にも話を持って行っている状

況にあります。 

今回は情報提供ということで、実際もっとたくさん問題があると思っていますが、現

状はこのようなところです。 

また、話は全く違いますが、今回の調査で、紙カルテの使用状況を同時に調べました。

まだ２割ぐらいの先生は紙カルテを使用しているという事実も分かりました。私、日本

小児科医会の社会保険理事をしていますけれども、なかなか紙カルテから移行できてい

ないというのが現状としてあるのは、やはり年齢の高い先生方はデジタルへの移行がで

きていないということも今回の調査で分かりました。以上です。 

 

（康井会長） 

ありがとうございました。田上委員、手が挙がっているようです。どうぞご意見お願

いいたします。 
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（田上委員） 

神奈川県歯科医師会の田上と申します。今回、神奈川県歯科医師会として参加させて

いただいているんですが、横浜市歯科医師会の方もやっておりまして、やはり同じよう

な、この医薬品不足というのが地域から上がってきておりまして、県の方にも地域から

医薬品不足でどうにかならないかという、いろんな委員からの意見がまとまってきてお

ります。こちらとしてはやはり、これはもう県のレベルではなくて、国のレベルなので

はないかなというところで、連盟と歯科医師会と合わせて、今度日本歯科医師会と日本

歯科医師連盟の方に要望を出して、この不足を解消していくというところでもあります

ので、医師会さんと医師連盟の方にもぜひご協力いただいて、この医薬品不足を解消で

きたらなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

（康井会長） 

ありがとうございます。田上委員、今日、歯科のことについてあまりご議論いただく

時間を設けなくて申し訳ありませんでした。何か、この機会に一言ご意見ありましたら

伺えればと思うんですけれども。 

 

（田上委員） 

僕らは一般小児とか小児救急に関してはちょっと難しいところなので、小児の在宅医

療に関してなんですけれども、やはり僕ら歯科医師会としましても、医療的ケア児や障

がい児の方の口腔ケアや口腔機能に関してご協力できればなと思っております。 

やはり昨今、医療的ケア児の方が増えているということで、僕らも医療連携室を通し

て訪問診療を行っている時に、歯科医師会としても、この医療的ケア児の方の口腔ケア

等を行える認定歯科医師等を増やしていけるように、障がい者研修に注力しながら、研

修会を行っているところでございますので、在宅に関してご協力できることがありまし

たらご協力させていただきますのでよろしくお願いします。 

 

（康井会長） 

ありがとうございます。今、医薬品不足に関するアンケート結果について情報提供が

ありましたが、こういう状況があるということを、小児医療を考えていく上での背景と

して皆さんに持っていただければと思います。他にご質問はございませんでしょうか。

田村委員どうぞ。 

 

（田村委員） 

先ほどは先走って申し訳ありませんでした。その話は理事会でもすごく深刻に出てお

りまして、ただやはりこれは報告事項ではなくて、協議事項にもっていくにしかるべき
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話かなと思っております。県の方はいかがでしょうか、本当に危機的な状況になってい

るということを踏まえて、やはり国の方に働きかけていただくとか、県医師会としては

日本医師会の方に働きかけております。確かに流通の問題とか微妙な問題があろうかと

思いますけれども、その点、県の意識ってどんなものなんでしょうか。いかがですか。 

 

（事務局） 

現実問題として、直接的に県が流通のところに対して対処というのは難しいというと

ころがあり、まずはこの現状を共有した上でどうするかを考えるのかなというふうに考

えていたので、今日の段階では報告とさせていただいておりました。今後この報告をし

た上で、こうした方がいい、ああした方がいいというご意見をいただきながらどうする

かというところを考えていたのですが、この部分については状況的にあまり積極的な印

象ではなかったかもしれませんが、事情としてはそういう事情でございますので、ご意

見踏まえて考えていきたいと思います。 

 

（康井会長） 

ありがとうございます。田村委員よろしいでしょうか。そろそろ時間になりましたが、

他にご意見はよろしいでしょうか。本日用意しました協議事項と報告事項は以上ですけ

れども、全体を含めまして、この際ぜひ述べておきたいということがございましたら伺

いたいと思いますが、いかがでしょうか。特にないようです。それでは以上で議事進行

を事務局の方へ返したいと思います。色々なご意見、また積極的にご議論いただきまし

てありがとうございました。 

 

○閉会（事務局） 

 

以上 


